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0血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針

く平成十五年厚生労働省告示第二百七号1

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律く昭和三十-年法律第百六十号J第

九条第-項の規定に基づき-血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るため

の基本的な方針を次のように策定したので,同条第五項の規定により告示し-薬事法

及び採血及び供血あつせん業取締法の-部を改正する法律く平成十四年法律第九十六

号1附則第-条第-号に掲げる規定の施行の日から適用するo

く施行の日二平成-五年七月三O Eり

く-部改正-平成-六年三月

く-部改正与平成-七年三月

別

日1

血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針

我が国の血液事業は,昭和三十九年の閣議決定を契機として,関係者による多大の

努力が積み重ねられてきた結果,輸血用血液製剤については昭和四十九年以降l国内
自給が達成されているo しかしながら二血簾分画製剤の-部については-相当量を輸

入に依存している状況にあるo このような現状を踏まえ,血液製剤く安全な血液製剤

の安定供給の確保等に関する法律く昭和三十-年法律第百六十号.以下r法Jという. 1

第二条第-項に規定する血液製剤をいうo以下同じoンの安定的な供給が確保され,

かつ1国内自給が推進されるよう-層の取組を進めることが必要であるo

.我が国は,過去において,血液凝固因子製剤によるHIVくヒト免疫不全ウイルスJ感

染間題という.深甚な苦難を経験しており,これを教訓として-今後.重大な健康被

害が生じないよう,血液製剤の安全性を向上するための施策を進めることが必要であ

るo

本方針は,これらの経経等を踏まえ,法の基本理念である血液製剤の安全性の向上l

献血によって得られた血液による由内自給の確保1血液製剤の安定供給,適正使用の

推進及び公正かつ透明な血液事業の実施体制の確保を図るため,法第九条第-項に基

づき策定する基本的な方針であり,今後の血液事業の方向性を示すものである.本方

針ー本方針に基づき定める献血推進計画及び需給計画,都道府県が定める都道府県献

血推進計画並びに採血事業者が定める献血受入計画が-体となって,今後の血液事業

が進められることが必要であるo

本方針は-血液事業を取り巻く状況の変化等に的確に対応する必要があること等か

らl法第九条第三項に基づき-少なくとも五年ごとに再検討を加え,必要があると認

めるときは,これを変更するものとするo
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基本的な考え方

血液製剤は人体から採取された血液を原料とする有限で貴重なものであるこ

とを,まず十分認識することが必要である.

国並びに地方公共団体く都道府県及び市町村をいうo以下同じoンl採血事業者,

製造販売業考等く製造販売業乱製造業者及び販売業者をいうo以下甲じ. J,

医療関係者など血液事業に関わる者は,法に基づき課せられた責務を確実に果た

すとともに-以下の四つの基本理念の実現に向け-各般の取組を進めることが必

要であるo

1 .安全性の向上

血液製剤は医療の額域に多くの成果をもたらしてきており,また,科学技術の

進歩により,病原体の発見,その検査法や不活化技術の開発.導入等を通じ,血

液製剤を介して感染症等が発生するリスクは著しく低減してきているo しかし.1

人の血液を原料として製造されていることから,当該リスクを完全には否定でき
L ない可能性があること,製造過程における病原体の不活化処理等には限界がある

場合があることなどの特徴を有するoこのため-常に最新の科学的知見に基づき-

血液の採取から製造,供給へ使用に至るまで, -貫した遡及調査体制を構築する

など-安全性の確保及びその向上に向けた不断の努力が必要であるo

これまで-血液製剤については,薬事法く昭和三十五年法律第百由十五朝にお

いて-その安全性ゐ確保を図ってきたところであるが,我が国は,過去において,

血液凝固因子製剤によるHIV感染間題という,深甚な苦難を経験しており,よ

り-層の安全確保対策の充実が求められているo国は,平成十四年七月に公布さ

れた薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の-部を改正する法律く平成十四

年法律第九十六-削のうち-嚢事法の改正に関する部分の施行等を通じ1安全性

情報の収集.評価等の安仝対策が迅速かつ的確に行われ.常たその実効性が検証

されるような体制を構築すろこととするo.
2 国内自給原則1安定供給の確保

法第三条第二郵こおいて血液製剤の国内自給が確保されることを基本とする
ことが規定されてい.るとおり-倫理胤国際的公平性等の観劇と立脚し,国内で

便用される血液製剤が,原則として国内で行われる献血により得られた血液を原

料として奥造-され,海外の血液に依存しなくても済む体制を構築すべきである.
このため,中期的な需給見通しに基づき-医療需要にこたえられる血液製剤の供

.給を献血により確保する必要.があるo

また.人の血液に由来する有限で貴重な血液製剤が,.医療需要に卦し過不足が

生じることのなvlよう,安定的に供給する体制を整備する必要がある.

以上のことから,特に,血祭分画製剤は,製造に比較的長期問を要すること等

を踏まえl毎年度ー需給計画を定め-安定的な供給を確保するものとするo
3 適正使用の推進

医療関係者臥血液製剤が人の血掛こ由来する有限で貴重なものであること及
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び原料に由来する感染のリスク等について特段の注意を払う必要があることを
L

改めて認識し,真に必要な場合に限って血液製剤を使用するなど,適切かつ適正

な使用を-層推進する必要があるoこれは国内自給及び安定供給の確保の観点か

らも重要であるo

このため,医療機関におV-て-血液製剤の管理体制を整備し,血液製剤の使用
状況を正確に把握する等,血液製剤の適正な使用を推進する必要があるo

以上の土とから,国はl血液製剤の適切かつ適正な使用を推進するため,J血液
L 製剤の適正使用や輸血療法の実施等に関する指針の普及を図るものとするoまた,

医療機関における血液製剤の使用状況について定期的に評価を行うなど,更に適
正使用を促進するための方策を講ずることとするo

4 公正かつ透明な実施体制の確保

国,地方公共団体,.採血事業者,J製造販売業者等,医療関係者など血液事業に

関わる者は,献血者の善意にこたえ1国民の理解と協力を得ることができるよう,

血液事業に係る施策の策定及び実施に当たり,血液製剤の安全性や供給の状況等.

につきl十分な痛報を公開する必要があるoこれ手耳l献血を準進していくた桝こ
も重要であるo

以上のことから,国臥血液事業に係る施策の策定及び実施に当たり,公正か

つ透明な審議を確保するものとする.

二p血液製剤代替医薬晶の敢扱い

用法へ効能及び効果について血液製剤と代替性がある琴薬晶く以下r血液製剤
代替医薬品Jという. J8こつVTても-その安全性の確保及び向上が必要である.
また1血液製剤代替医薬品は1安定供給を確保するため,計画的に製造及び供

給が行われる必要があるo

さらに,当該医薬晶についても,それぞれの患者に応じ適切に,また適正に使

用されるこ.とが求められるD

三 国民の理解と参加

国民-人-人がl献血に由来する血寺夜製剤を用いた医療が必要に応じ行われる

ことによって生命と健康が守られるということを理解し-積極的に献血を行うこ

It等を通じ,国民が今後の血液事業の健全な展開に参加することが期待されるo

このため,血液事業に関わる者は,国民に対し,血液事尭や血液製剤を用いた

医療に関する情報の積極的な提供に努めることが必要であるo

血液製剤及び血液製剤代替医薬品の需給動向を勘案しつつ,それらの中期的な需給

の見通Lしとして-平成二十年度までの今後五年間の状況につV-て考察するo
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翰血用血液製剤の需給の現状及び今後の見通し

輸血用血液喪剤はl昭和四十九年以臥すべて国内献血で賄われているo

輸血用血液製剤臥り-ットルに換算すると,平成十三年におblて,全血製剤-.

三万リットル,赤血球製剤四十ノい五万リットル,血小板製剤十五.五万リット

ル,血衆製剤三十.九万リットルが製造されており,それぞれ0.七万リットルl

四十五.八万リットルl十四一五万リットルl三十.八万リットルが供給されたo

輸血用血液製剤は,今後とも国内献血で賄われると見込まれるが,引き続き1

医療需要に応じた供給が確保される必要があるo

二 原料血紫の需給の現状及び今後の見通し

原料血衆の供給については-平成十三年度の原料血菜確保目標量百-万リット

ルに対し百四万,リットルが確保されたところである.平成十四年度の原料血衆確
保目標量百八万リットルも達成されたと土ろであるo

席料血衆については,これまで需要に見合う供給が行われてきてVlるが.過去

の供給状況等を勘案すると-平成二十年度において百十七万リットル程度が供給

可能と予測されるo

三 血梁分画製剤の需給の現状及び今後の見通し

1免疫グロブリン製剤及びアルブミン製剤
血衆分画製剤のうち,免疫グロブリン製剤及びアルブミン製剤の供給量はl製

造に要する原料血衆量に換算してlそれぞれ平成十四年において百二万リットル
ノ 及び百八十八万リットルであり,うち国内献血に由来するものの供給量は,それ

ぞれ八十五万リットル及び六十八万リットルであるo

これらの製剤の今後.の需要予測は,過去の使用状況等を勘案すると,製造に要
する原料血衆量に換算して,それぞれ平成二十年度において百九万リットル-百

十五万リットル及び百六十三万リットル-百七十万リットル程度であるo

なお, L国内の製造業者は.原料血奨に換算して年間百二十万リットル程度の血

衆分画製剤の製造能力を有しているo

原料血紫の供給量及び血衆分画製剤の国内製造業者の製造能力等を勘案する

と,今後は,遣伝子組換え製剤の開発も重要な課題セあるo
2 血液凝固因子製剤

血液凝固第VTII因子製剤く遣伝子組換え製剤を除くo 1及び血液凝固第IX因子

製剤く複合体を除くo Jは,すべて国内献血で賄われているo

これらの製剤につVlては,今後ともこの状況が確保される見通しであるo

なお,血液凝固第VIII因子製剤についてはh人の血液を有効成分とする製剤

と遣伝子組換え製剤が供給されており,遺伝子組換え製剤は,輸入により供給さ

れている状況にあるo
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第三 血液製剤に関し国内自給が確保されるための方策に閑する事項

血液製剤の国内自給の確保.達成について

血液製剤のうち,輸血用血紋製剤については-昭和四十九年以降1国内自給を

達成しているo また,血衆分画製剤のうち血液凝固第vIII因子製剤く遺伝子組換

え製剤を除くo J及び血液凝固第工X因子製剤く複合体を除く. Jは,平成十四年現

在,国内自給を達成してVlるく遣伝子組換え製剤を含めた血液凝圃第VIII因子製

剤の自給率は五十二. 0イく-セント二複合体を含めた血液凝固第IX因子製剤の

自給率は七十九.九パ-セント. 1.

しかし-免疫グロブリン製剤及びアルブミン製剤の自給率は,それぞれ同年に

おし1て八十三.三パ-セント及び三十六..-四パ-セントである.

これらについても二平成二十年を目途に,国内自給の達成を目指すものとするo

二 国内自給を確保.達成するための基本的な考え方

血液事業に関わる者は,血液製剤の国内自給を確保.達成するため,国内の需

要を滞たすために必要な献血量を確保し,あわせて,確保された原料血衆がすべ

て有勢に利用され,血液製剤として国内に供給されるよう体制を整備するととも
に,血液製剤の適iE使用を推進することが必要であるo

三 献血量の確保について

国,地方公共団体及び採血事業者は,第二に示した血液製剤についての中期的

な需給の見通しを踏まえ,第四に示すとおり,計画的な献血の推進に努めl血液

製剤の国内自給を確保..達成するための献血量を確保することが必要であるo

由 血液製剤の国内供給について

臥採血事業者,製造版売業者及び禦造業者はl.,第五に示すとおり,国内の献
血に由来する原料血衆がすべて有効に利用され1ー血液製剤として国内に供給され

るよう,血綬製剤の国内自給に向けた製造及び供給のための体制を整備する必要

があるo

..このため,採血事業者及び製造業者は,採血から製造及び供給に至るすべての

段階において,事琴の最大限の効率化及び合理化を図ることにより,献血より得
られた血液を有効に利用し,医療需要に応じて過不足なく供給することが必要で

ある.

まキ,国は,国内自給を推進するに当たって1.採血事業者1製造販売業者等,

患者又はその家族,医療関係者,献血者等血液事業に関わる者の意見を十分踏ま

えるとともに,遣伝子組換えアルブミン製剤の開発状況並びに国内の献血に由来

する血液製剤及び輸入される血液製剤の供琴をめぐる動向等も十分に考慮する
ものとするo
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五 血液製剤の適正使用について

免疫グロブリン製剤の使用量は増加候向にあり,今後,適正痩用の推進が求め

られるoアルブミン製剤の使用量臥適正使用の推進の結東とLて1滅少傾向に

あり,引き続きこの動向が維持される必要があるo

医療機関におVlては,第七に示すとおり,血液製剤の適正使用に努めることが

必要である.また1国は,血液製剤の適正使用や輸血療法の実施等に関する指針

を医療機関に示してきたところであるが,医療機関における血液製剤の使用状況
につVlて定期的に評価を行うなど,適正使用の推進めためのより効果的な方法を

検討するものとするo

献血の推進に関する基本的な考え方

国,地方公共団体,採血事業者,献血推進協議会,民間の献血推進組織等は-

本方針に基づき定める献血推進計画を踏まえl協力して1相互扶助及び博愛の精

神に基づき,献血推進運動を展開する必要があるo.また,その際には,献血につ

Vて国民に正確な情報を伝え,その理解と協力を得る必要力苧ある.

今後の人口動態を考慮すろと,献血可能人口が減少すると推定されていること

から,献血者を増やすため,特に考年層に対する普及.啓発を-層推進する必要
がある.

また1四00ミリリットル全血採血及び成分採血は,献血量を確保しやすくな

るとともに.感染症等のリスクを低弼さ草るなどの利点があるため,今後もl
-

層の普及が必要であるo

二 献血の推進に関する具体的な方策

国は,献血推進計画を策定し,献血推進のための基本的な施策を実施するもの

とする.L.具体的にはl国民の献血-の理解を求める普及啓発を行うものとしlま

た,都道府県による献血の推嵐療血事業者による酢血の受入れ及び献血者の保
護に対する協力等を行うものとする.

都道府県は,.血液製剤の需琴の状況を把挺した上で,必要な血液量を坤定し,l

都道府県の区域を超えた広域的な人口移動も加昧し-3フ1効果的な都道府県献血
推進計画を策定し,それに基づき献血を推進することが必要であるo具体的には,

住民の献血-わ理解を深めること-広報や献血推進組織の育成等により献血を推

進することこ採血事業者の献血受入計画の実施が確保できるよう所要の措置を講

ずることが重要であるo

市町村は,国及び都道府県とともに献血を推進し,また採血事業者による献血

の受入れが推進されるよう所要の措置を講ずることが必要である.具体的には,
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住民の献血-の理解を探めること-都道府県や採血事業者と協議した上で,献血

会場を確保することが重要であるo

採血事業者は,国及び地方公共団体の行う献血推進の取組に積極的に協力する
ことが重要であるoまた,採血事業者は,献血受入計画を作成し,献血受入体制

を着実に整備し,献血の受入れに関する目標を達成するための措置を講じること

,が必要であるo例えば,採血時の安全性の確保,事故-の対応,献血者の個人情

報の保護等献血者が安心して献血できる環境の整備,採血に際しての血液検査に

よる健康管理サTビスの充実及び献血者登録制度による献血者との連携の確保

を図ることが重要である.また,希少血液の確保に引き続き取り組むことが求め
られるo

官公庁及び企業等臥ボランテイア活動である献血に対し積極的に協力を呼び
掛けるとともに-献血のための休暇取得を容易にする等,進んで献血しやすい環

境作りに努めることが望まい-o
国及び地方公共団体は,採血事業者と連携し,出張採血や献血車両を駐車する

場所の確保などを図るた申,関係者に対し1積極由に協力を呼び掛けることが求

められるoまた,国及び地方公兵団体はl学硬においても,献血-の理解を図る
ことに留意することが重要である.

医療機関においては,患者又はその家族に対して十分な説明を行L,-,その理解

と協力を得ることを前提とした上で,献血を推進する観点から,国内の献血に由

来する血液製剤を適正に使用することが望ましいo

三 献血推進施策の進捗状況等に関する嘩認及び評価
.国及び地方公共団体は,-灘血推進施策の進捗状況について確認及び評価を行う

とともに,採血事業者による献血の受入れの実績についての情報を収集する体制

を構築し,必要に応じ,献血推進施策の見直しを行うことが必要であるo

四 災害時における献血の確保等

国及び地方公共団体はl災害時における献血が確保され,血液が適切に供給さ

れるよう所要の措置.を講ずるものとするo

採血事業者は,災害時における郵血受入体制を構築し,各採血所間における需
給調整が迅速にできるよう備えることにより,災害時における献血量の確保に協

力する必要があるo

垂亘二亘垂垂垂車
- 血液製剤の製造及び供給に関する基本的な考え方

血液製剤の供給に当たっては-緊急時の輸入や国内で製造が困難な血液製剤の

輸入等やむを得なV-場合を除き,原則として海外の血痕に依存しなくても済むよ
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う国内自給を推進するものとするo

また1国内の献血によづて得られた血液が有効に利用されl血液製剤として安

定的に供給される必要があるo

この牢め,保健衛生上の観点から,.厚生労働大臣が需給動向を適時適切に把撞

する必要のある血衆分画製剤については,法第二十五条に基づき-第二に示し車
中期的な需給の見直しを踏まえ-需給計画を策定するものとするoまた,輸血用

血液製剤の安定供給はl献血推進計画等により推進することとする.

需給計画を策定する際には,当該血衆分画製剤の需給動向のみならず,その製

造に使用する原料血衆の量ー当該製剤に代替する医薬品や治療法等を考慮し,薬
事.食晶衛生審議会く以下r審議会Jとv-う. Jにおける公正かつ透明な審議を踏

まえることとする.

二 血液製剤の製造及び供給に由する具体的な方策

製造販売業者等は,需給計画に沿って,計画的に血紫分画製剤の製造及び供給

に取り組む必要があるとともに1その製造実漬等を厚生労働大臣に報告すること

が必要である.厚生労働大臣は,当該報告を受け,需給計画を尊重して適正に製

造及び供給が行われるよう,必要に応じl法第二十六条第二項に基づく勧告等の

措置を講ずるものとするo

また,国内の献血に由来する血液製剤を取り扱う製造販売業者等は1その供給

の確保に努めることが重要であるo

さらに,国は1より安全性及ぴ有効性に優れた血液製剤の開発が推進されるよ

う,研究開発の支援を行う必要があるo

三 原料血衆の配分

国は,製造販売業者及び製造業者の奥造能力及び製造効率を勘案し,血紫分画

製剤の適正な水準の生産が.確保されるよう,審蘇会における公正かつ透明な審議

を踏まえ,需給計画において採血事業者から製造販売業者及び製造業者-の血衆

配分量を規定するものとするo

国は,採血事業者によ争献血の受入れに係る費札原料血凍の製造に係る費用,
.国際取引価格等を総合的に勘案し,審議会における公正かつ透明な審議を踏まえl

需給計画において採血事業者が原料血費を製造販売業者及び製造業者に配分す

る際の標準価格を規定するものとするo

採血事業乱製造版売業者及び製造業者は,琴給計画を尊重して原料血衆を配
分することが必要であり-厚生労働大臣は,計画が尊重されているかを把握する

ため,原科血渠の配分結果の報告を求めるものとする.

四 血液製剤の確保

国は,災害等により,血液製剤の供給に支障を来すことがないよう,製造販売
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業者及び製造業者による安定供給に必要な量の備蓄の状況等に関し,適宜,確認

を行うなど,その安定供給を確保することとするo

また,輸血用血液製剤につVlては1その需給が季節的に変動すること等も踏ま

え,安定的な供給を確保する必要があるD

衰天---瓦蘭転転哀査雇石面瓦頭庁盲覇釘

安全性の向上のための取組

薬事法に基づき,生物由来製品につVlて,その感染のリスク等を踏まえ,原材

料の採取及び製造から市販後に至る各段階において, -般のJ医薬晶等における各

種基準に加え,以下に掲げる基準等が定められたo これにより-血液製剤の-層

の安全性の確保を図ることとするo

1保健衛生上の観点から定める品質等基準において1原材料採取の方法等につ草l
付加的な基準を設けることo

2 製造段階においては,構造設備,製造管理及び晶質管理の方法について,その

特性に応じた付加的な基準を設けること.

3 直接の容器又は直接の被包等において-感染のリ.スク等を有することから適正

に使用すべき医薬品等であることを明らかにするため,安全性の確保に関し必要

な付加的な表示を行うこ一と.

4 病原体の浪入が判明した場合に,遡及調査を速やかに講ずることを可韓とする

ため,必要な事項について記録を作成し,保存すること.

製造販売業者及び外国特例承認取得者は-薬事法第六十八条の八に定める感染

症定期報告制度により1原材料の感染症に係る情報収集,分析及び評価を行い,

その結果を厚生労働大臣く薬事法第六十八条の十-第-項の規定により独立行政

.法人医薬晶医療機器総合機碍く以下r機胤というoJに情報の整理を行わせる
ときは,機構lに報告することが必要である.また,製造業者は,特定生物由来

製晶につヤーて-遡及調査のために必要な量を適切に保存することが必要であるo

医療関係者臥特定生物由来製品を使用する酸には1原材料に由来する感染の
リスク等について,特段ql注意を払う必要があることを十分認識する必要があるo

また,改正薬事法第六十八条の七に基づき,その有効性及び安全性そめ他当該製

晶の適正な使用のために必要な事項につL,-て,患者又はその家族に対し,適切か

つ十分な説明を行いlその理解と同意を得るよう努めるものとするQ さらに,医

療関係者は,改正薬事法第六十八条の九第三項及び第四項に基づき,特定生物由

来製品の使用の対象者め氏名,住所その他必要な事項について記録を作成し,l保

存することが必要であるo

都道府県及び保健所を敏置する市く特別区を含む.以下r都道府県等Jとvlうo l

は-必要に応じ,医療関係者が安全対策を適切に実施するよう,,指導に努めるこ

とが重要である,
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採血事業者は-血液製剤を介して感染症等が発生するリスクをできる限りL排除

するために-献血時における開診の充実を図ることが必要であるoまた,臥地
方公共団体及び採血事業者は,あらオ1じめ献血者に対し,検査を目的とした献血

を行わないよう周知徹底する必要がある.

二 迅速かつ適切に安全対策を実施するための体制整備

国,採血事業者,製造販売業者等及び医療関係者は,血i夜製剤に係る安全性に

開する情報を把撞し,その情報を評価し,安全対策D.実施を迅速かつ適切に行う

体制を整えることが必要であるo

感染症等,血液製剤の安全性に関する情報につV-てはl審議会において-専門

家,.患者等と遅滞なく情報を共有するとともに,国民に対し適時適切かつ迅速に

情報を提供するものとする.

また,製造業者等及び医療機関における記録の保存についてはl遡及調査を速

やかに実施できるような所要の措置を講ずる必要があるo

三 血液製剤の使用により感染症の発生等が判明した場合の対応

国は,血液製剤の使用により-感染症等の保健衛生上の危害の発生又は拡大を

.防止するため必要があると認めるときは,遡及調査を速やかに実施し-.ほかの患

者等-の健康被害が拡木しないよう,薬事法第六十九条の三に基づく製串の販売

専の-時停止や同法第七十条第-項及び第二項に基づく回収等の措置を碍じる
こととするoまた,患者又はその家族や医療機関等をはじめとして,国民-各種

の手法により迅速に情報を捷供するとともに,原因の究明,改善の指示等を行う

ものとするo

四 安全性の向上のための技術の開発促進及び早期導入,
p 製造販亮業者等は,病原体の不活化.除去技術の向上,より高感度かつ高精度

の検査方法の開発等を通じ,より安全性の高い血液製剤の開発等に努めることが

必要であるQ

また,国は,血液製剤甲安全性の向上に係る技術に関する情報を収集し,技術
.開発を支援し,採血事業者及び製造業者がそれらの技術を早期導入するように指

導するものとするo

五 自己血輸血,院内血輸血の取扱い L

輸血により感染症や免疫性副作用等が発生するリスクは完全には否定で盲な

い可能性があることかち,自己血輸血は推奨される手法である.自己血輸血を行

う際臥法第二十四条第二頑に畢づき定める基準やその実施に関する指針に沿っ
て適切に行う必要があるo

自己血輸血を除き,院内血輸血は,安全性の間題,患者やその家族に対する負

10
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担の間題があることから,原則として行うべきではなvl.oしかしながら-院内血
輸血を行わざるを得ない場合も想定されるため,国は院内血輸血の実態を踏まえ,

必要な括置を講ずるものとするo

蘇百ー廟
血液製剤の適正使用の推進

医療関係者は,血液製剤の特徴を十分に理解し,その適正な使用を-層推進す

る必要があるoまた,医療関係者に対する教育や研修等,様々な機会を通じて働

き掛けていくことが重要であるo

国は,血液製剤の適正使用や輸血療法の実施等に関する指針を医療機関に示し

てきたところであ郎ミ,医療機関における血液製剤め使用状況等につV-て報告を
求め1定期的に評価を行うなど,適正使用の推進のためのより効果的な方法を検

討するものとするo

二.院内体制の整備

医療機関においては,血液製剤を用いた医療が適正になされるよう,院内の血

液製剤を管理し,使用するための体制を整備することが重要であるo このため-

国及び都道府県等は,そのような医療機関に対し,様々な機会を通じて院内にお

ける輸血療法委貞会ー責任医師の任命及び輸血部門の設置を働き掛けるものとす

るo

三 唇者等に対する説明

医療関係者臥それぞれの患者に応じて血液製剤の適切な使用に努めることが

重要であり,患者又はそめ家族に対し-適切かつ十分な説明を行Vl,その理解と

同意を得るよう努めるものとするD

面頑1面頑1

血液製剤代替医薬晶に飼する事項

遺伝子組換え血液凝固第VIII因子製剤をはじめとする血液製剤代替医薬品は,

血液製剤の需給動向に重要な影響を与えるため,第五に示したとおり,その計画

的な製造及び供給が行われる必要があるo

また,血液製剤代替医薬品の安全対策については,第六に示レた薬事法に基づ

く規制を適用することとするo卑お,血液製剤代替医薬品のうち,生物由来製品
についても,第六に示した患者又はその家族J7-の説明及び同意並びに記録の保存

等1必要に応じ,特定生物由来製品と同様に行うこpとが求められるo

血液製剤代替医薬品臥第七に示したとおり.それぞれの患者に応じ適切に,

11
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また適正に使用することが求められるo

いわゆる人工血液等,新たに開発される血液製剤代菅医薬晶につVlては,血寺夜

製剤との比較において優れた安全性及び有効性を有するものの製品化が促進さ

れるよう1研尭開発を推進する必要があるo

二 血液製剤の表示

血液製剤にっいては,患者又はその家族の選択の機会を確保するためl製造販

売業者等は,直按の容器又は直按の被包に,採血国及び献血又は非献血の区別を

表示することが必要であるo

また-血液製剤代替医薬品のうち,特定生物由来製晶についても-採血国及び

献血又は非献血の区別を表示することが必要であるo

三 研究開発等における血液製剤の使用に関する基準の策定

国民の善意の献血によって得られる血液を主たる原料とする血液製剤は有限

で貴重なものであり,その使用.に当たっては,倫理的な観点からの慎重な配慮が

必要である.血液製剤の適用外使用により,本来の効能.効果を目的として供給

される血手夜製剤が不足したり,医療に支障を生じることがあってはならなt,1.

しかしながらl研究開琴等に当たり,人の血液を使用せざるを得ない場合もあ

るため,本来の効能.効果を目申とした血液製剤の供給に支障を生じないよう,
国は,研究開発等における血液製剤の使用に関する基準を策定し,これを様々な

機会を.通じて医療関係者等に徹底させるものとするo

基準の策定に当たっては,血液事業に関わる者の意見を踏まえl公正かつ透明

な審議を確保するものとするo
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